
令和8年1月16日

質問
番号

資 料 名 該 当 頁 質 問 回 答

1 01公示 2頁 開札日は、入札日の1/27(火)で問題ないでしょうか。
お見込のとおりです。
提出期限は10:00必着で
す。

2 01公示 2,4頁

郵送で入札書を提出する場合二重封筒での郵送は
可能でしょうか。
また、外封筒に記載する項目について指定はござい
ますでしょうか。

二重封筒での郵送は可能
です。
記載する項目については
「08郵便入札の手引きにつ
いて」をご確認下さい。

3
08郵便入札
の手引き

1頁
落札者のみ電話連絡とありますが、開札結果は後日
HPに掲載されますでしょうか。

当該業務の入札結果はHP
での掲載はありません。宇
和島市役所8階の宇和島
地区広域事務組合事務局
での閲覧になります。

4 02仕様書 1頁
バイオマス比率は毎月ご連絡いただけますでしょう
か。

毎月メールにてバイオマス
比率をお送りします。

5 06入札書

物品名の下に1kW当たりの単価とございますがこち
らには単価を記載する認識でよろしいでしょうか。
また、小数点以下第何位まで記載可能かご教示い
ただけますでしょうか。

お見込のとおり単価を記載
し、入札書様式のとおり、
小数点以下第2位までの記
載となります。

6 06入札書

入札金額は上記の質問に記載した1本単価と非バイ
オマス分の予定買電量である5,246,008kWhをかけ
た金額でお間違いないでしょうか。
また、入札金額は税抜き金額か税込み金額どちらに
なりますでしょうか。

入札金額は1kWh当たりの
単価を記載して下さい。

また、入札説明書に記載の
とおり入札書には、消費税
及び地方消費税は含まな
い1kＷh当たりの単価を記
載願います。

7

03予定売却
電力量・バ
イオマス比
率

毎月の1コマ毎の発電計画値(過去実績)がございま
したらご教示時いただけますでしょうか。

令和7年度の発電計画値を
掲載しますのでご確認下さ
い。

8 その他
発電計画は、30分値48コマのエクセルでいただけま
すでしょうか。（週間計画か月間計画になります）

毎月メールにて30分値48コ
マの月間計画をエクセルで
お送りします。

質　疑　応　答　書

業 務 名　　環境センター余剰電力（非バイオマス電力）売却業務

回答課名　　環境センター

質 疑 応 答



9 02仕様書
2P
１８ 余剰電力量の計量
等

契約後に毎月お送りする計量値のお知らせ等の提
出資料について
電子印の会社印（角印）を使用しての提出でもよろし
いでしょうか。

電子印の会社印（角印）を
使用しての提出でも差し支
えありません。

10 02仕様書
2P
１７ バイオマス比率の
報告等

結果について毎月ご提供いただけますか。
毎月メールにてバイオマス
比率をお送りします。

11 02仕様書
3P
２２ 非化石価値の帰属

非化石価値の認定手続きは発電者もしくは買取者
のどちらでおこなう想定でしょうか　もし発電者側で
認定手続きを行う想定であれば、落札者となった事
業者がアグリゲーターの資格を有する場合、事業者
側にて非化石価値認定に係る申請の手続きや費用
の負担することは可能でしょうか。

非化石価値の認定手続き
は買取業者で行う想定で
す。

12 その他

【発電計画について】
契約後、発電計画は、発注主様から弊社にご提出
いただく認識でよろしいでしょうか。
30分エクセルデータで週間、もしくは月間でご提出
いただけますでしょうか。

また月間（週ごとの平日・休日、8時から22時とそれ
以外の時間帯における最大および最小電力※1時
間の平均kW）、年間（月ごとの平日・休日、8時から
22時とそれ以外の時間帯における最大および最小
電力※1時間の平均kW）でご提出いただくことは可
能でしょうか。

お見込のとおりです。
毎月メールにて30分値48コ
マの月間計画をエクセルで
お送りします。

提出予定の様式（令和7年
度の発電計画値）を掲載し
ますので、内容については
ご確認下さい。

13 その他
【契約書（案）について】
事前にいただくことは可能でしょうか。

落札後にお渡しすることと
しております。

14 その他
【設備工事について】
契約期間内に設備工事費が受注者負担設備工事
の予定はありますか。

予定はありません。

15 その他
【容量市場について】
容量市場に参入していますか。されている場合何電
源で登録されていますか。

容量市場へ参入しておりま
す。電源は発動指令電源
です。

16 その他
一般送配電事業者様によって設置された計量器に
ついて更新はありますか、更新がある場合は費用の
負担はどちらの負担になりますか

更新はありません。

17 その他

【契約書について】
弊社から一般送配電事業者へ発電量調整供給申し
込みを行う際に、一般送配電事業者の託送供給等
約款における発電者に関わる項目に発電者として
遵守することを承諾していただく必要がございます。
そのため、契約書に「託送供給等約款を発電者とし
て順守する」という文言を追記いただけますでしょう
か。
内容の変更が難しい場合、弊社様式の承諾書に捺
印をいただくことは可能でしょうか。

締結前に協議等は行いま
せん。契約後は仕様書
24(1)協議に記載していると
おりです。


